
日時 ：令和６年11月12日（火）

場所 ：うるま市保健相談センター

 （４）その他・質疑応答

沖縄県後期高齢者医療広域連合　主管課長及び担当者会議

事業課資料
保険給付２グループ

 （１）葬祭費の支給要件緩和について〈火葬のみでも可〉

 （２）公金受取口座の運用について〈開始時期の見送り〉

 （３）高額療養費の事前登録に係る申請書の取り扱いについて



 

 

 

 

 



令和６年 11 月 12 日（火）  

保険給付 2 グループ  
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令和６年 11 月 12 日（火）  

保険給付 2 グループ 
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令和 5 年５月 12 日（金） 

保険給付 2 グループ 

 

公金受取口座を活用した保険給付等の運用について 

 

１.状況 〈【別紙１】参照〉 

公金受取口座の運用開始日について、厚労省より令和 5年 2月 13日とされてい

たところですが、沖縄県後期高齢者医療広域連合では、以下の理由より、本格運用

の実施時期は令和 6年度以降となる見込みとして調整中です。 

 

２.理由 〈前回会議（R4.11.25）同様〉 

現在の標準システムの運用において、公金口座を利用する場合、１件ずつ個別に

情報照会を行い、照会結果についても１件ずつ手入力する仕様となっています。こ

れでは、事務負担の増加や誤入力による振込不能の発生の恐れがあります。 

「公金受取口座登録制度」への根幹である安全性・信頼性確保及び事務負担軽減

のためにも、極力人の手を介さず、公金受取口座情報を標準システムに一括で取り

込める機能の構築・改修が必要と考えています。 

そのため、本格運用の実施時期については、システム改修後と考えており、現時

点では令和 6年度以降になる見込みです。 

 

３.市町村へのお願い 〈前回会議（R4.11.25）同様〉 

☞標準システム「V04-01」でリリースした新様式(【別紙 2-1】～【別紙 2-5】)

をお使いください。 

☞新様式と標準システムの口座登録時の公金チェック欄（【別紙 2-6】）は使用し

ないでください。 

☞公金口座希望者が申請に来た場合、本格運用の実施時期が令和 6年度以降にな

る見込みである旨を説明し、通常受付をお願いします。 

 

【 ＊＊＊R5年度会議資料＊＊＊ 】
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高額療養費が発生している

存命 死亡 死亡

提出様式
①後期高齢者医療高額療養費
支給申請書（ブランク）

①後期高齢者医療高額療養費
支給申請書（ブランク）
②約定書等

①後期高齢者医療高額療養費
支給申請書（標準システムから
出力可）
②約定書等

個人番号
（マイナンバー）

記載必須 記載不要 記載不要

申請書下部の
申請者欄

被保険者本人 相続人 相続人

※すでに受付済みの高額療養費口座がある場合は、これまでどおり「口座変更届」で対応をお願いします。

高額療養費が発生してない（事前登録の申請希望あり）
ケース別
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事 務 連 絡 

令和 6 年 10 月 15 日 

 

 

市町村後期高齢者医療ご担当者 様 

 

 

沖縄県後期高齢者医療広域連合 

事業課 給付 2G 

 

 

 

後期高齢者医療高額療養費の事前登録にかかる申請書様式について 

 

 

 日頃より後期高齢者医療制度の運営にご協力賜りお礼申し上げます。 

みだしの件について、年齢到達等で資格取得した被保険者の高額療養費受取口座につ

いて高額療養費発生前に口座登録をする運用を行っている市町村がございます。 

その際に口座届出の提出をもって登録されていますが、「高齢者の医療の確保に関す

る法律施行規則第 70 条」において、個人番号も必須記載事項として定められておりま

す。 

しかし、口座届出の様式には個人番号の記載欄が無いため、今後事前登録を行う際

は口座届出の様式ではなく、高額療養費支給申請書のブランク用紙を使用し事前登録を

行うようお願い致します。 

 

 

※進達の際、事前登録分については高額療養費の綴りではなく、口座変更の綴りに 

  事前登録分と口座変更分に分けて提出をお願いします。 

 

 

 

 

 

 
 

沖縄県後期高齢者医療  

事業課給付２G 真栄城 

℡：098-963-8013 
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